
【研究代表者・所属研究機関控】 

日本学術振興会に紙媒体で提出する必要はありません 

（１／２） 

様式 Ｆ－１３－２〔記入例〕 
１版 

産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う 

科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長承認申請書 

令和４年５月１０日 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 
 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）について、産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究

滞在等に伴い下記のとおり補助事業期間を延長したいのでご承認くださるようお願いします。 

記 
１．研究種目名   基盤研究（Ｃ）（一般）              ２．課題番号 

 
３．研究課題名   ○○の××に関する総合的研究 

 
 
４．交付決定額                            （円） 

直接経費 間接経費 合計 

3,500,000 1,050,000 4,550,000 

 
 ５．補助事業期間   （変更前）  令和３年度～令和５年度 

            （変更後）  令和３年度～令和６年度 
 
 ６．直接経費の助成金の使用状況          （円） 

既受領額（累計） 1,400,000 

支出済額（累計） 1,000,000 

未使用額（残額） 400,000 

未請求額 2,100,000 

 
 ７．研究中断期間年月日 

令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
 
８．研究再開予定年月日 

   令和５年４月１日 
 
９．補助事業期間を延長する理由 

   （a）産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業延長申請 
 
１０．変更後の研究実施計画 

   別紙のとおり。 

 機関番号 １ ２ ３ ４ ５ 

所属研究機関名称 ○○大学 

研究 

代表者 

部局 ○○学部 

職 教授 

氏名 ○○ ○○ 

２ １ Ｋ ３ ４ ５ ６ ７ 



【研究代表者・所属研究機関控】 

日本学術振興会に紙媒体で提出する必要はありません 

（２／２） 

 １版 

様 式 Ｆ－１３－２別紙（変更後の研究実施計画） 

変更後の交付（予定）額 

（直接経費の額を記載） 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 令 和  年 度 令 和  年 度 

交付申請書等に記載の額 1,400,000 1,200,000 900,000 － － － 

変更後の交付（予定）額 1,400,000 0 1,200,000 900,000 － － 

（直接経費の額を記載） 令 和  年 度 令 和  年 度 令 和  年 度 令 和  年 度 令 和  年 度 合 計 

交付申請書等に記載の額 － － － － － 3,500,000 

変更後の交付（予定）額 － － － － － 3,500,000 

 
研究再開後の研究実施計画 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○。 
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について、得られた結果を取りまとめ、成果

の発表を行う。 

 
新たに購入する予定の主要な物品の内訳（１品又は１組若しくは１式の価格が５０万円以上のもの） 

品名 仕様（製造会社名・型） 数量 単価（円） 金額（円） 納入予定時期 

     令和  年  月 

     令和  年  月 

     令和  年  月 

     令和  年  月 

     令和  年  月 

 



 

 

様 式 Ｆ－１３－２〔作成上の注意〕（電子申請システム対応用） 

 

＜対応事業＞ 

基盤研究（Ｃ）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｂ）、若手研究、研究活動ス

タート支援、特別研究促進費 
基盤研究（Ｂ）（平成２７(2015)年度以降に採択された応募区分「特設分野研究」の研究課題） 

国際共同研究加速基金（国際活動支援班、国際共同研究強化（Ｂ）） 

 

 研究代表者が、所属する研究機関の規程等に基づき産前産後の休暇又は育児休業を取得し、補助事業

を中断したことに伴い補助事業期間の延長を希望する場合、若しくは、今後の研究者としてのキャリア

のために必要であるとの判断のもと、海外における研究滞在等により応募資格を有したまま補助事業を

中断し、かつ１年以内に補助事業を再開した場合であって、研究計画変更等に伴い、補助事業期間の延

長を希望する場合に科研費電子申請システムにアクセスして作成し、所属する研究機関を通じて日本学

術振興会に提出すること。 

研究の再開予定日が当初の補助事業期間終了後の場合は、当初の補助事業期間内に提出すること。中

断期間が１年を超える場合（※）には「研究中断届（様式Ｆ－１３－１若しくは様式Ｆ－１３－４）」を

提出しなければならないので、該当する場合は提出しているか確認すること。本様式は、上記要件の取

得状況に応じて、補助事業期間中に複数回提出することができる。 

（※）海外における研究滞在等により補助事業を中断する場合、1 年以内の研究中断であっても、応

募資格を喪失する期間がある場合には、事前に中断の手続きを行う必要がある。 

なお、本様式により研究期間を延長する課題と、新たに応募しようとする研究課題（応募中の研究課

題を含む）の間においては、重複制限が適用される場合があるので注意すること。 

 

 
●科研費電子申請システムにおける入力・提出に当たっては、以下について留意すること。 

 「電子申請システム研究者向け操作手引（交付内定時・決定後用）」（ https://www-
shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html）を参照すること。 

 文字化けの発生や別の文字として認識される場合があるため、JIS第１水準及び第２水準以外の
文字コードや特殊フォントは使用しないこと。 

 
補助事業期間延長承認申請情報の入力 
 
１. 機関番号、所属研究機関、部局、職、研究代表者氏名等 

研究代表者の所属研究機関が e-Radに登録した情報が自動表示される。情報に誤りがある場合

は、所属研究機関の担当者に連絡して e-Radの情報を修正すること。なお、「研究種目名」「課

題番号」「研究課題名」「交付決定額」「補助事業期間（変更前）」は自動表示される。 
 
２. 補助事業期間（変更後）、研究中断期間年月日、研究再開予定年月日 
（１） 「補助事業期間（変更後）」 

希望する変更後の補助事業期間の最終年度をプルダウンから選択すること。 
なお、産前産後の休暇又は育児休業に伴い研究を中断した場合の補助事業を延長できる期間は、

中断期間に応じ以下のとおりとなるので注意すること。また、中断期間が１年を超える場合には「研
究中断届（様式Ｆ－１３－１）」を提出しなければならないので、提出しているか確認すること。 
（例） 
産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：３ヶ月    延長可能期間：１年度 
産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：１年     延長可能期間：１年度 
産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：１年６ヶ月  延長可能期間：２年度 
産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：２年９ヶ月  延長可能期間：３年度 

                  …                  …  
 
   また、海外における研究活動等による中断の場合は、本様式により延長可能な期間は１年度限り

となるので注意すること。 
 
 
 
 

https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html


 

 

（２） 「研究中断期間年月日」 
研究機関の担当者に確認の上、所属研究機関において承認された産前産後の休暇、育児休業取得

又は海外における研究滞在に伴う中断期間の開始年月日及び終了予定年月日をプルダウンから選
択すること。 

 
 
（３） 「研究再開予定年月日」 

産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断の場合は休暇又は休業期間終了後、研究を再開する予定
年月日をプルダウンから選択すること。海外における研究滞在等による中断の場合は中断期間終了
後の翌日の日付をプルダウンから選択すること。（なお、産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断
の場合は中断期間終了後、１年を超えて補助事業を継続して実施できなくなる場合には補助事業を
廃止しなければならないので注意すること。）。 

 
（４） 「補助事業期間を延長する事由」 

 補助事業期間を延長する事由として、合致するものを選択すること。 
 
３. 直接経費の助成金の使用状況 

 「支出済額（累計）」欄に本様式提出時までの直接経費の支出額の累計額（利子（預貯金利息）
を除く。）を入力すること。 
「既受領額（累計）」「未使用額（残額）」「未請求額」は自動表示される（[再計算]をクリッ

クすること）。 
 
研究実施計画等の入力 
 
１. 変更後の交付（予定）額 

（１） 「交付申請書等に記載の額」 

「交付申請書（様式Ｄ－２－１）」に記載の額が自動表示される（本様式提出以前に変更している
場合はその額。）。 

 
（２） 「変更後の交付（予定）額」 

今回、補助事業期間を延長することにより変更を希望する場合は、直接経費を未請求である年度
以降の直接経費の交付（予定）額を入力すること。本様式提出時までに交付決定額を全額受領済み
の場合には、延長後の各年度の交付（予定）額は「０円」が自動表示される。 

研究中断期間中を含めて、いずれかの年度の交付予定額を「０円」とすることは可能である

が、研究を再開する年度の交付予定額は、研究を中断した時点での未使用額も考慮に入れた上で

その年度に請求する額を入力すること。 

なお、間接経費について本様式提出以前に交付決定額を変更している場合は、「変更後の交付

（予定）額（間接経費）」欄が表示されるので入力すること。 

 
２. 研究再開後の研究実施計画 

助成金の使用予定（購入する物品及びその購入時期等）を考慮の上、研究再開予定年月日の属す

る年度以降の、研究再開後の研究実施計画を入力すること（最大１５００文字、改行は２０回まで

入力可。）。 

入力に当たっては、当初の研究実施計画からの変更内容が明らかになるようにすること。また、

複数の研究者により実施する研究計画については、研究計画を実施する際の各研究者相互の関係を

明確に入力すること。 

なお、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究課題については、相手方の同

意等を得たうえで研究計画を実施することが分かるように入力すること。 

 

３. 新たに購入する予定の主要な物品の内訳 
研究計画変更に伴い新たに購入することとなった、１品又は１組若しくは１式の価格が５０万円

以上の主要な物品（消耗品、備品の別は問わない。）について入力すること（交付申請書等に記載し
た物品については入力不要）。金額は円単位とし、税込金額を記入すること。 
他の科研費や、文科省等が所管する競争的資金制度で合算による共用設備の購入が可能な事業の

研究費を合算使用して、共用設備を購入する場合は、本科研費で負担する額が５０万円未満であっ
ても、価格が５０万円以上の場合には当該設備について入力すること。この際、「単価」欄には購入
する設備の価格を入力し、「共用設備購入の負担額」欄の「共用設備」にチェックの上、同欄に本科
研費で負担する額を入力すること。 


